
平塚市一般会計予算書

令 和 ６ 年 度

（ ２ ０ ２ ４ 年 度 ）



一 般 会 計 予 算



議　案  第 ２８ 号

令和６年度平塚市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１００，２５０，０００千円と定める。　　　　

２

　（継続費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額

及び年割額は、「第２表　継続費」による。

　（債務負担行為）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第３表　債務負担行為」による。

　（地 方 債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表　地方債」による。

　（一時借入金）

第５条 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る一 時借 入金 の借 入れ の最 高額 は、

１３，０００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　（１）

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　  令和６年２月１６日提出

平塚市長　　落　合　　克　宏

令  和  ６ 年  度  平  塚  市  一  般  会  計  予  算

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における
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第２表　継続費　
（単位：千円）

10 1

第３表　債務負担行為
（単位：千円）

小 中 学 校 教 室 照 明 器 具
Ｌ Ｅ Ｄ 化 Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 事 業

令和６年度から
令和１０年度まで

354,500

平 塚 市 環 境 基 本 計 画
改 定 等 業 務 委 託 料

令和７年度 4,580

湘 南 海 岸 公 園 龍 城 ケ 丘 ゾ ー ン
整 備 ・ 管 理 運 営 事 業 費 （ 追 加 分 ）

令和６年度から
令和２６年度まで

700,000

神 田 保 育 園 園 舎 賃 借 料
令和６年度から
令和２８年度まで

452,100

が ん 検 診 個 人 宛 通 知 業 務 委 託 料
令和６年度から
令和７年度まで

3,913

旭 地 区 第 ２ 次 （ 徳 延 ・ 纒 ・ 河 内 ）
住 居 表 示 実 施 業 務 委 託 料

令和７年度 77,132

国 民 年 金 シ ス テ ム 標 準 化 対 応 委 託 料 令和７年度 14,785

固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 （ 土 地 ・ 家
屋 ） 納 税 通 知 書 作 成 等 業 務 委 託 料
（ 令 和 ７ 年 度 課 税 分 ）

令和６年度から
令和７年度まで

10,224

戸 籍 情 報 シ ス テ ム 及 び 戸 籍 附 票
シ ス テ ム 標 準 化 対 応 委 託 料

令和７年度 14,454

特 別 徴 収 納 税 通 知 書 作 成 等 業 務
委 託 料 （ 令 和 ７ 年 度 課 税 分 ）

令和６年度から
令和７年度まで

9,461

軽 自 動 車 税 納 税 通 知 書 作 成 等 業 務
委 託 料 （ 令 和 ７ 年 度 課 税 分 ）

令和６年度から
令和７年度まで

3,915

事 項 期　　間 限　度　額

普 通 徴 収 納 税 通 知 書 作 成 等 業 務
委 託 料 （ 令 和 ７ 年 度 課 税 分 ）

令和６年度から
令和７年度まで

7,959

教 育 費 教育総務費 教 育 会 館 改 修 事 業 768,770
令和６年度 305,801

令和７年度 462,969

款 項 事　業　名 総　額 年　度 年　割　額
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第 ４ 表　地  方  債

（単位：千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起 債 の 方 法　 利　　率 償　 還　 の 　方 　法

防 災 対 策 事 業 68,000

新 庁 舎 建 設 事 業 （ 借 換 ） 944,000 同　　上 同上 同　　　上

財 産 管 理 事 業 2,900 同　　上 同上 同　　　上

公 立 保 育 所 施 設 整 備 事 業 82,500 同　　上 同上 同　　　上

聖 苑 整 備 事 業 228,300 同　　上 同上 同　　　上

廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 91,100 同　　上 同上 同　　　上

救 急 医 療 施 設 整 備 事 業 49,600 同　　上 同上 同　　　上

農 業 基 盤 整 備 事 業 31,000 同　　上 同上 同　　　上

漁 港 整 備 事 業 58,500 同　　上 同上 同　　　上

道 路 整 備 事 業 555,900 同　　上 同上 同　　　上

土 地 区 画 整 理 事 業 87,700 同　　上 同上 同　　　上

公 園 整 備 事 業 48,200 同　　上 同上 同　　　上

河 川 ・ 排 水 路 整 備 事 業 49,200 同　　上 同上 同　　　上

公 営 住 宅 建 設 事 業 131,500 同　　上 同上 同　　　上

水 防 対 策 事 業 34,800 同　　上 同上 同　　　上

消 防 施 設 整 備 事 業 146,600 同　　上 同上 同　　　上

教 育 会 館 整 備 事 業 287,500 同　　上 同上 同　　　上

学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 3,409,400 同　　上 同上 同　　　上

公 民 館 整 備 事 業 186,300 同　　上 同上 同　　　上

臨 時 財 政 対 策 235,000 同　　上 同上 同　　　上

　　　合 計 6,728,000

普通貸借又は証券
発行。
事業の進捗その他
の都合により翌年
度に繰越して起債
することができる。

3.5%以内
ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の利率。

公的資金についてはその融通条
件により、銀行その他の場合に
は、その債権者との融通条件によ
る。
ただし、財政の都合により据置期
間及び償還期限を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換えする
ことができる。
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